
第三次計画の主な取組の方向第二次計画の主な取組と課題 

第三次新潟市子ども読書活動推進計画（案）概要版 計画期間 子どもの読書活動を推進するために，家庭，保育園・幼稚園・認定

こども園，学校，地域で連携・協力しながら取組を進めていきます。令和２～６年度（5か年） 

新潟市子ども読書活動推進計画庁内推進会議

◆ 文化スポーツ部：文化政策課 ◆ 観光・国際交流部：国際課    ◆ こども未来部：こども政策課，こども家庭課，保育課 

◆ 保健衛生部：保健所健康増進課 ◆ 中央区役所：中央区健康福祉課 

◆ 教育委員会：教育総務課，学務課，施設課，地域教育推進課，学校人事課，総合教育センター，学校支援課，生涯学習センター，中央公民館，中央図書館

◆ 第二次計画期間の主な成果 ◆

１ ブックスタート事業の充実，学校図書館の充実など，様々な場面で子どもの読 

環境の整備に努め，読書活動を進めました。 

２ 取組を進める中で，ボランティア活動など市民との協働が進み，取組の充実に 

つながりました。 

３ 様々な事例を共有し，理解を深めることで庁内の関係課・機関の連携が深まり

ました。 

◆ 取組  ▲ 課題 ● 主な施策  下線 重点施策 

親子で参加する読み聞かせ事業などの実施（親子が利用しやすい図書館づくり） 

「子育て応援コーナー」「赤ちゃんタイム」などの取組を進めました。 

団体貸出の利用の呼びかけ

団体貸出サービス（ブックパック）の充実に伴い，民間施設等の連携が進みました。 

▲ 子どもが日常を送る様々な場面で本に触れ，特にティーンズ世代へ読書活動を働き

かけていく必要があります。 

市民と協働し，地域のさまざまな場所で子どもと本を結ぶ取組を行っていきます。 

子どもと本を結ぶ事業の実施

ティーンズ世代への働きかけ

図書館での調べ方活用ガイドの作成・配布 

ティーンズを対象とした事業の実施 

ボランティアとの連携・支援 

地域の書店・企業や民間団体・施設等との連携・協力

地地域域

～～みみんんななでで取取りり組組みみ，，

みみんんななでで楽楽ししむむ～～

学校図書館活用推進校の指定 

5年間で全小中学校を指定し，学校全体で図書館活用に取り組みました。 

特別支援学校の学校図書館整備検討会の設置 

関係課と学校が，課題解決に向けて検討を行いました。 

▲ 学校全体での図書館活用，とりわけ学習での活用がさらに進むよう教育委員会が一体

となって支援していくことが必要です。

学校図書館の整備と利活用を促進し，年代に沿った子どもの読書活動を支援します。 

学校図書館活用の拡大

学校図書館活用推進校の指定 

計画的に学校図書館を活用する学習活動の推進 

特別支援学校の読書環境の整備

学校図書館支援センターによる支援 

学学校校

～～学学校校図図書書館館をを

パパワワーーアアッッププ～～

「地域子ども絵本ふれあい事業」によって設置した絵本の活用の働きかけ 

絵本コーナーの確保や展示を工夫するなど園での読書環境が充実できました。 

▲ 園全体で読み聞かせについての理解を深めるために，さらに図書館との連携・支援の

充実が望まれます。

全ての保育園・幼稚園で，園児と保護者に絵本の楽しさを伝えられるよう支援します。 

保護者への働きかけの推進 

行事やお便り等を利用した絵本紹介や「うちどく（家読）」の推進 

保育園・幼稚園・認定こども園への支援 

保育園・幼稚園・認定こども園における読書環境の整備 

職員研修の充実 

保保育育園園

幼幼稚稚園園

認認定定ここどどもも園園

～～園園児児とと保保護護者者にに

絵絵本本のの楽楽ししささをを～～

◆ 「うちどく（家読）」の推進 

「うちどくブックリスト」を０歳から高校生までの各世代別に８種類作成しました。 

◆ 「赤ちゃんタイム」実施館の拡大 

  実施館を全館に拡大しました。 

▲ 子どもだけでなく保護者にも本とのふれあいを実感してもらう働きかけが必要です。 

赤ちゃんの時から親と子がともに本に親しむことができるよう読書環境を整えていきます。 

保護者への働きかけの推進

「おはなしのじかん」や「赤ちゃんタイム」のなかでの絵本相談 

「うちどく（家読）」の啓発や情報発信 

ブックスタート事業の充実

ブックスタート前の保護者へ絵本や読書に関する情報提供

家家庭庭

～～絵絵本本でで子子育育てて，，

家家庭庭にに本本をを～～

第二次計画（H2７～R１年度）では，新潟市のすべての子どもたちが本に親しみ，読書習慣を身に付けることを願い，子どもにかかわる人や機関が連携して，豊かな「子どもの読書環境」づくりを進めてきました。 

第三次計画は，第二次計画の基本的な考え方を継承するとともに，成果と課題を整理し，さらなる取組の拡大や充実を目指して策定しました。

◆ 計画推進のための体制 ◆ 

関係する１７課・機関による「新潟市子ども読書活動推進計画庁内推進会議」を設置し，連携して取組を進めていきます。 


